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平成25年度の重点事業を県に要望
　７月26日、県庁で平成25年度の重点事業要望説明会を開催しました。今年度は新規２件、継続12件の合
わせて14件の重点事業を県に対して要望しました。その概要をお知らせします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問企画調整課企画調査係☎516711

◆重点事業要望項目一覧

№ 要　　望　　事　　項 ※区分

１ 主要地方道三沢十和田線の整備について 新規

２ 青森県認知症疾患医療センター（基幹型）
の指定について 新規

３ 東日本大震災による外国人観光客誘客対策
について 継続

４ 一般国道１０３号青橅山バイパスの整備に
ついて 継続

５ 有料老人ホーム及び居宅サービス事業所の開
設時の市町村意見の反映について 継続

６ 介護給付費の国の負担割合の見直しについて 継続

７ 保育所整備補助事業の継続について 継続

８ 地域高規格道路の整備について 継続

９ 一般国道102号の整備について 継続

10 一般国道４号の整備について 継続

11 一般国道45号及び一般国道102号の整備について 継続

12 主要地方道十和田三戸線の整備について 継続

13 飼料用米の生産振興について 継続

14 三沢空港の発着便数等の拡充について 継続

※新規…新しい事業として要望した事業
　継続…昨年度に引き続き要望している事業

＊意見交換（フリートーク）
「県立施設の建設に係る県の見通しについて」
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小山田市長、三村知事と対談

用途地域（都市計画）の見直しを行います
　まちづくりのルールを定めた都市計画（＊）は、時代の変化に対応するため、定期的に見直すこととなっ
ています。市では、平成22年度に策定した都市計画マスタープラン（＊）に基づき、まちづくりを進めてい
ます。今後、都市の拡散を抑え、コンパクトで住みよい街とするため、現在の用途地域の見直しを行います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問都市整備建築課都市計画係☎516735

参加をお待ちしております
懇談会のお知らせ
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用途地域とは

第一種低層住居専用
地域

（ひがしの公
園・南小学校・南公民
館・若葉公園・あけぼ
の公園周辺など）

第一種中高層住居専
用地域

（三木野公園周辺、西
十三番町・東二十一～
二十三番町の一部な
ど）

第二種中高層住居専
用地域

（大学通り・切田通り
沿道の一部、元町西二
丁目の一部など）

第一種住居地域

（西一～
四番町・西十一～十二
番町・東二番町・穂並
町・元町西一～三丁目
の一部など）

第二種住居地域

（官庁街通
り・国道102号・切田
通り沿道の一部など）

近隣商業地域

（旧国
道４号沿道の一部な
ど）

商業地域

（稲生町・東一
～三番町の一部など）

準工業地域

（東十三～
十四番町・大字相坂字
小林の一部など）

工業地域

（元
町東一～四丁目の一部
など）

市役所からのお知らせ

都市計画とは

土地の利用やまちづくりを総合的に計画

土地利用とは

建物の用途や規模を想定

＊語句説明

都市計画マスタープランとは

将来のまちづくり（都市計画）の基本方針


